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お 問 い 合 わ せ

年 金
だ よ り

“ ガ ク ト ク ” は 国 民 年 金 保 険 料 の 納 付 が 猶 予 さ れ る 制 度 で す ！

“ ガ ク ト ク ” は ど の よ う な メ リ ッ ト が あ る の ？

「 も し も 」 の と き に ！

い つ で も ど こ で も

申  請  で  き  る ！

障  害 が 残 っ た 場 合 ： 障 害 基 礎 年 金 が 支 給 さ れ ま す 。

マ イ ナ ポ ー タ ル か ら マ イ ナ ン バ ー カ ー ド

を 利 用 し て 簡 単 に 申 請 で き ま す 。

亡 く な っ た  場 合 ： 遺 族 基 礎 年 金 が 支 給 さ れ ま す 。

※ 申 請 が 遅 れ る と 、 保 障 を 受 け ら れ な い 場 合 が あ り ま す 。

マ イ ナ  ポ ー  タ ル
（ ht t p s: / / m y n a. g o.j p ）

学 生 納 付 特 例

特 設 ペ ー ジ

　 学 生 で 納 付 が 困 難 な 場 合 は “ ガ ク ト ク ”（ 学 生 納 付 特 例 制 度 ） を 申 請 す る と 、

保 険 料 の 納 付 が 猶 予 さ れ ま す 。

※ 本 人 の 前 年 所 得 が 一 定 額 以 下 の 場 合 、 保 険 料 の 納 付 が 猶 予 さ れ ま す 。

猶 予 さ れ た 期 間 は 、 将 来 の 年 金 額 に は 反 映 さ れ ま せ ん が 、1 0 年 以 内 で あ れ ば さ か の ぼ っ て

納 付 （ 追 納 ） す る こ と で 年 金 額 を 増 や せ ま す 。

詳 し く は 日 本 年 金 機 構 の 学 生 納 付 特 例 特 設 ペ ー ジ か ら ご 確 認 く だ さ い 。

（ ht t p s: // w w w. n e n ki n. g o.j p /t o k u s et s u / g a k u s ei. ht ml ）

P oi nt !

P oi nt !

2 0 歳 に な る と 、 国 民 年 金 へ の 加 入 、 納 付 が 法 律 に よ り 義 務 付 け ら れ て い ま す

納  付  が  困  難  な  と き  に ！

学 生 納 付 特 例 制 度

ガ ク ト ク
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● 各 区 対 抗
駅 伝 大 会

● 小 学 校 始 業 式
● う ん な 中 学 校
入 学 式
● １ 歳  半 ・ ３ 歳  児
健 診
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村  民 カ レ ン ダ  ー

● 小 学 校 入 学 式 ● 乳 児 健 診
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